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障害者の芸術活動を支援するための取組 

 

 

１．障害者の芸術活動への支援を推進するための懇談会の開催（平成 25 年度） 

 

障害者の芸術活動への支援の一層の推進に向け、文化庁と共同して、「障害

者の芸術活動への支援を推進するための懇談会」を平成 25 年６月から同年７

月にかけて３回開催。 

平成 25年８月に『中間取りまとめ』を公表。 

 

 

２．障害者の芸術活動支援拠点モデル事業の実施（平成 26年度から） 

 

上記１の懇談会を踏まえ、障害者の芸術活動支援拠点に関するモデル事業を

実施。障害者の芸術活動の支援の在り方等について、次に掲げる事業のノウハ

ウを蓄積し、その成果をもとに更なる芸術活動の推進を図る。 

  ① 障害者及びその家族、福祉事業所等で障害者の芸術活動を支援する者への支援 

   （出展機会、著作権等の権利保護等に関する相談支援、支援者の人材育成等） 

  ② 障害者の優れた芸術作品の展示等の推進、関係者のネットワーク構築 

 

〔予算額及び実施箇所数〕 

 平成 26年度 100,000千円  ５カ所 

 

 

３．全国障害者芸術・文化祭の開催 

 

平成 13 年度から、障害者芸術・文化祭として、全ての障害者の芸術及び文

化活動への参加を通じて、障害者の生活を豊かにするとともに、国民の障害へ

の理解と認識を深め、障害者の自立と社会参加の促進に寄与することを目的と

して実施。   

※  平成 27年度から、芸術・文化祭の開催地は、原則として、国民文化祭 

開催都道府県とする。 

 

〔予算額及び実施県〕 

 平成 25年度 36,000千円  山梨県 

平成 26年度 32,400千円  鳥取県 


